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 ○那谷屋正義君　民主党・新緑風会の那谷屋正義です。

 　提案されました学校教育法の一部改正案並びに、今日はせっかくの機会ですので、法案

 とは直接かかわりはありませんけれども、教職員にかかわる労働安全衛生管理体制の整備

 をめぐる諸課題についてお尋ねをしたいというふうに思います。

 　巡り合わせとはいいながら今日は七夕という日で、この日に質問をさせていただく機会

 を持つことができました。子供たちも含め、教育に携わるすべての人の願いがかなうよう

 な文科省としての度量と良識の発揮を切に望むところでございます。

 　さて、質疑に先立ちまして、どうしても指摘をさせていただきたいところがございます

 。中山大臣の、またしてもの従軍慰安婦の記述に関する問題発言についてであります。昨

 年十一月に引き続いて、従軍慰安婦という言葉はそもそもなかった、これまでなかったこ

 とがあるということが問題という趣旨を六月十一日のタウンミーティングの際に述べられ

 たとの報道に接して、私は失望を禁じ得なかったというのが偽らざる思いであります。

 　私は、四月十九日の本委員会において、前回の検定時、森総理は、当時の森総理は、政

 府の考え方は村山内閣総理大臣談話を基本として、深い反省とおわびの気持ちに立って世

 界の平和と繁栄に向かって力を尽くす。政府としてはこの考え方に立って教科書があるべ

 きものと答弁された。森総理答弁を尊重する覚悟はおありかというふうな質問をさせてい

 ただきました。慰安婦にかかわって見識を問わしていただいたわけでありますけれども、

 これに対して大臣は、我が国が植民地支配と侵略によってアジア諸国の人々に多大の損害

 と苦痛を与えた事実は謙虚に受け止め、深い反省とおわびの気持ちを持って世界の平和と

 繁栄に向かって力を尽くしていくと、政府の一員の私も、この考え方を踏まえ関係諸国と

 の信頼関係の一層強化に努めてまいりたいと誠実にお答えになりました。

 　さらに私は、質疑の締めくくりに当たり、さきの大戦当時、従軍慰安婦という言葉、用

 語はなかった。だから教科書に載せなくてもよいとの立場は、歴史教育の何たるかについ

 ての無理解をあらわにするものである。科学的検証を得てその事実、実態に適合する定義

 を成す。それが歴史教育の道理であり、この帰結に思いが至らないことは正に歴史への冒

 涜以外の何物でもない。歴史教育における思考停止は未来に対する責任放棄であり、罪で

 すらあると念押しもさせていただいたところでした。大臣からは、質疑終了後にもかかわ

 らず、まあこちらをこう通られていった、退席されたわけですけれども、那谷屋さんの言

 うとおりだよなと、丁寧かつそのお人柄がうかがえるお言葉もちょうだいしていただけに

 、その感は深まらざるを得ないのでございます。

 　中山大臣の論法によりますと、我が国の独立を確保するための偉業であったと大臣が高

 く評価される明治維新という表記さえ教科書から姿を消すことが当然になる、こういうふ

 うに思います。何より高校の日本史教科書の十八冊中十六冊において慰安婦に関する記述

 が見られますが、この検定結果に対する最高責任者自らの異議申立てにほかならないとい

 う事の重大性を承知した上での発言なのかと指弾せざるを得ないのは悲しくさえあるとこ

 ろでございます。文科大臣としてはあってはならない不適切な発言であることを明確にさ

 していただいた上で質疑に入りたいというふうに思います。

 　学教法改正案の質疑に先立ちまして、本案の改正趣旨、目的とも密接に関連するという

 点で、既に一年の歩みをしるしてまいりました国立大学法人の今後の在り方等についてま

 ずお尋ねをします。

 　同法人化に関して、文科省は、要は頑張って業績を上げている国立大学が報われ、そう

 でない大学は存在が厳しく問われるようにするための新しい競争の仕組みだと規定してき

 たわけでございます。法人発足後においては、市場原理による淘汰のみならず、政策誘導

 という政策的な淘汰さえちゅうちょしないとする文科省の本意が透けて見えるものであり

 ます。規模の小さな大学であればあるほど、この文科省の効き薬の副作用は強まっていく

 。ともすれば学生そっちのけで競争的資金等の獲得に血眼になる本末転倒の図が繰り広げ

 られているのではないかという懸念も大きくなるばかりでございます。

 　その上、看過し得ないことは、運営費交付金が逓減せざるを得ない法人財政の仕組みを

 強要する文科行政の矛盾にとどまらず、この間、学生納付金の標準額の値上げが文科省の

 概算要求にもなく突然財務省から持ち出されたことなどでも証明される、いわゆる財政の

 論理優先の立場から行財政改革を完遂しようとする財務省や、国際競争力強化に特化した



 経済産業省主導の特定大学、分野への資金投下などにより、国立大学が自己収入増にきゅ

 うきゅうとし、いわゆる学問の府としての使命と言える教育研究がゆがめられつつあるこ

 とであります。

 　国立大学法人法の目的に合致する大学の運営が果たしてなされているのか、文科省は本

 委員会に対して説明責任を全うすべきだと考えます。その決意はおありかどうか。

 　同時に、本年度で期限を迎える国立大学等施設緊急整備五か年計画について、現時点で

 の進捗状況等をどう総括するのか。さらには、創造力豊かな人材の育成等に不可欠な工程

 表として来年度以降における新たな施設整備計画を策定する用意がおありか、併せて確た

 る答弁を求めます。

 ○政府参考人（石川明君）　まず私の方から、国立大学の法人化についてお尋ねがござい

 ましたので、その点についてお答えを申し上げたいと存じます。

 　国立大学の法人化につきましては、各大学の自主性、自律性を高めることによりまして

 、機動的、戦略的な組織運営や、あるいは特色ある教育研究活動の展開を可能とし、学術

 研究の中核を担うとともに、地域の教育文化産業の基盤を支え、学生の経済状況に左右さ

 れない進学機会を提供するといった国立大学の役割を更に一層しっかりと果たしていくと

 、こういったことを目的としたものでございます。

 　現在、国立大学法人におきましては、法人化を契機といたしまして、地元の自治体関係

 者など学外有識者の意見も取り入れながら、これまで以上に自主性、自律性を発揮してそ

 れぞれの特色に応じた取組をしておりまして、例えばカリキュラム改革などによります教

 育の質の向上、あるいは基礎的、先端的分野の研究の推進など研究機能の強化、そしてま

 た就職支援体制の強化など学生サービスの充実といったような教育研究活動に取り組んで

 いるところでございます。

 　文部科学省といたしましては、国立大学の教育研究の一層の活性化こそが法人化の目的

 であるというような認識の下で各国立大学が思い切って特色のある教育研究活動を展開で

 きますように、今後とも各国立大学法人や国立大学協会との十分な意思疎通を図りながら

 必要な支援に努めてまいりたいと、このように考えております。

 　また、このような国立大学法人の活動状況につきましては、例えば今回のような本委員

 会におきます御質問へのお答えを始めといたしまして、様々な場において広く情報発信を

 して、国立大学に対する理解と支援、これをしっかりと得ていくということが重要である

 と考えているところでございます。

 ○政府参考人（大島寛君）　施設の整備についてお尋ねございましたので、私の方からお

 答えさせていただきます。

 　お尋ねの国立大学等施設緊急整備五か年計画でございますが、平成十三年の四月に第二

 期の科学技術基本計画、これを受けて策定したものでございます。現在、国立大学法人等

 の施設の整備につきましては、この計画に基づきまして大学院施設や研究拠点等の整備、

 それから老朽化いたしました施設の改善整備と、こういったものについて、国の財政事情

 極めて厳しい状況の中ではございますけれども、重点的、計画的な整備に努めてまいった

 ところでございます。

 　その進捗状況でございますけれども、本年度、御指摘のように平成十七年度がその最終

 年度に当たります。整備目標全体は五百九十七万平米でございましたが、これに対しまし

 て四百二十一万平米、七一％の達成となっております。この内容といたしましては、狭隘

 化の解消を中心といたしました大学院施設、それから研究拠点の整備、これについては目

 標を達成したという状況でありますけれども、もう一つの老朽化した施設の改善整備、こ

 れについて整備目標の三百八十八万平米に対しまして二百九万ということで、五四％の整

 備にとどまったということでございまして、この未実施分については引き続き今後の課題

 であると認識しているところでございます。

 　文部科学省といたしましては、国立大学法人等の施設、これは世界一流の人材の育成、

 そして先端研究を推進するための重要な基盤ということで認識しておりまして、本計画終

 了後におきましても、老朽化した施設の改善整備も含め、重点的、計画的な施設整備の推

 進に向けて引き続き最大限努力をしてまいりたいと存じます。



 ○那谷屋正義君　法人化後の一年後の総括については、是非説明責任を果たしながら、是

 非当初の目的に沿うよう今後ともよろしくお願いしたいというふうにお願いをしておきた

 いと思いますし、また、今の施設に関しては老朽化の部分が大変遅れてしまったというこ

 とで、これは確かに作業とか様々大変な部分がございますけれども、災害日本というふう

 に言う、災害国日本というふうにも言われますので、是非そこのところに重点を置いてい

 ただいて、今後ともよろしくお願いしたいというふうに思います。

 　さて、本題の学校教育法改正案に入ります。

 　今回の制度改正が、大学教員が真に望むそうした目的があり、そしてそれが特に学生の

 ための改革につながるというふうなことでございますけれども、それにつけても心配な面

 もございます。こうした課題を中心に文科省の考え方、決意をお聞きします。

 　まず、提案理由説明によりますと、本改正案の目的は、若手教員の活躍により教育研究

 の活性化を図ることでありますけれども、極めて柔軟性に富む、言い換えれば大学側の恣

 意性に任されたとも言えるこの種の改革が、大学あるいは高等専門学校等の教育研究の活

 性化にどのように寄与、貢献し得るのか、御説明をお願いいたします。

 ○国務大臣（中山成彬君）　国立大学の法人化、一年を経過いたしましたが、大学等、現

 場に行きましても活気が出てきたなということを実感するわけでございますが、そういっ

 た中で、現在の大学の教員組織というのは、若手の大学教員が柔軟な発想を生かした活動

 を展開する上で必ずしも適切なものになっていないというような指摘もあるわけでござい

 ます。

 　今回の法改正におきましては、若手教員が自らの資質、能力を十分発揮して活躍できる

 ように助教授や助手の位置付け等の見直しを行うこととしたものでございます。

 　具体的には、現行法において、助教授や助手は、教授の職務を助ける、又は教授及び助

 教授の職務を助けると規定されておりまして、教授等との関係を基にして職務内容や職名

 が定められているわけでございますが、新しい制度の准教授や助教については、自ら教育

 研究を行うことが主たる職務であるという観点から職務内容や職名が定められることから

 、教授等との関係は各大学が主体的に判断することが可能となるとともに、それぞれの主

 体的かつ活発な活動が期待されるところでございます。また、助教の職が新たに設けられ

 ることによりまして、将来の教授等を目指す者が最初に就く若手教員の職が明確化される

 ことになりまして、将来の大学の教育研究の中心を担う者としての力量を養うための環境

 がより一層整備されることが期待されるものでございます。

 ○那谷屋正義君　ありがとうございます。

 　改正理由として、その一つの中に教育研究の活性化等の観点が挙げられたということは

 、我が国の高等教育機関にかかわる教員組織の在り方が、ともするとその徒弟制度的な残

 滓がいまだ色濃いということへの反省を率直に述べたものだというふうに受け止めた次第

 であります。

 　それならば、有言実行あるのみでありまして、助教の職に就く若手教員が自立して自ら

 の力を存分に発揮できるように教育研究環境を抜本的に向上させるべきだと考えますが、

 その決意をお聞かせください。

 ○政府参考人（石川明君）　本法律案につきましては、ただいまも大臣の方から御答弁申

 し上げましたように、若手教員の活躍等による大学全体の教育研究の活性化を図るために

 助教授や助手の見直しを行おうとするものでございます。このような制度改正が円滑かつ

 実効性を持って機能していくというためには、各大学が制度改正の趣旨を生かしまして教

 育研究の充実に積極的に取り組むとともに、文部科学省といたしましても、各大学におき

 ます取組が教育研究の活性化に一層つながりやすくなるように若手教員に対する支援措置

 の充実を図っていく、そういったことが大変重要であると考えております。

 　このため、例えば若手教員が自らの資質、能力を十分発揮できるように、若手教員が利

 用できる競争的資金の充実を図りますですとか、あるいはスタートアップも含めました教

 育研究活動のために必要な環境を整備すること、あるいは若手教員に配慮しました組織的

 な教育研究を展開するための施設整備等の支援ですとか、そしてまた、例えば国が行って

 おります研究教育拠点の形成支援にかかわる事業等の審査を行う際に、若手教員が活躍で



 きる環境づくりに配慮したものであるかどうかといったようなものも考慮するというよう

 なことなどを通じまして、こういった取組を積極的に促してまいりたいと、このように考

 えているところでございます。

 ○那谷屋正義君　ありがとうございます。

 　同時に、先ほどもちょっと質問あったかもしれませんけれども、このような助教を始め

 とする若手教員について、職務内容等に適切に見合うような給与面を含めた処遇改善も必

 要であるというふうに考えますけれども、これに対しての見解をお聞かせください。

 ○政府参考人（石川明君）　助教を始めとする若手教員についての処遇についてでござい

 ますけれども、今回の制度改正は、先ほども申し上げましたけれども、現行の助手を、教

 育研究を主たる職務とする者にふさわしい、相応する職として助教の職を新設するととも

 に、教育研究の補助を主たる職務とする職として新しい制度における助手を明確化しよう

 とするものでございます。こういったことを踏まえまして、新しい制度におきましては、

 各大学における助教の処遇や職階上の位置付けは各大学の判断により適切に定められると

 いうことが基本であると、このように考えております。

 　ただ、これまでの経緯あるいは実際に当該助手が行う職務の実態等も踏まえまして円滑

 な処遇等が行われるということがもちろん望ましいわけでございまして、例えば、従来か

 ら改正後の助教の職務に属する職務を行っていた方々につきましては処遇等は基本的に継

 続されていくものと、このように考えているところでございます。

 ○那谷屋正義君　是非その意欲的な若手教員が意欲的に取り組める、そういう環境整備に

 は是非御努力をいただけたらというふうに思います。

 　この本改正案に関連してでありますけれども、いわゆる講座制それから学科目制に関す

 る規定が大学設置基準の改正事項として規定が削除され、多くの大学で講座制や学科目制

 がなくなった場合のことですけれども、若手の大学教員、研究者の養成がきちんと行われ

 るかどうか懸念をされるところであります。今でも教授のポストは増えているのに助手の

 ポストは増えていない実態にあって、若手教員の養成のためには助教などの若手教員が就

 くポストがきちんと確保される必要があるのではないでしょうか。見解をお聞きします。

 ○政府参考人（石川明君）　大学教員のポストをどのように設けるかといったようなこと

 につきましては、各大学の自主的な判断にゆだねられている事項でございますけれども、

 大学におきます教育研究の活性化や若手教員の養成というような観点からは、若手教員の

 ためのポストといったようなものが一定数確保されるということは大変重要なことである

 と私ども考えております。

 　本年一月に取りまとめられました中央教育審議会の大学の教員組織の在り方に関する検

 討委員会、この「審議のまとめ」におきましても、大学の教員に優れた若い人を確保する

 ためには、若手が就く大学教員のポストを一定割合確保するということが望まれ、特に、

 世界的研究・教育拠点の機能に重点を置く大学におきましてはこの点に留意をするという

 ことが求められるという旨が指摘をされているところでございます。

 　文部科学省といたしましては、各大学に対しまして、この「審議のまとめ」の趣旨につ

 いて様々な機会や方法を通じまして周知を図ってまいりたいと考えておりますし、先ほど

 もちょっと触れさせていただきましたが、国が行っております研究教育拠点の形成支援事

 業、こういったものの審査の際に、そういった若手教員が活躍できるような環境、あるい

 はそういった場が用意できているかといったような点もしっかり見ていきたいというよう

 なことを考えております。

 　こういったことを通じまして、若手教員が就くポストの確保ですとか、あるいは若手教

 員が活躍しやすいような環境整備が進むようにこれからも取り組んでまいりたいと、この

 ように考えております。

 ○那谷屋正義君　ありがとうございました。

 　次に、本改正案が成立した結果、教員配置の効率化をにしきの御旗にして、経済合理性



 、いわゆる人件費の削減等が考えられるわけですけれども、そうしたことのみを優先して

 、教員の身分、労働条件、あるいは教育研究等への悪影響を及ぼすような陥穽にはまるこ

 とがあってはならないと考えるところでありますけれども、見解をお聞きしたいと思いま

 す。

 ○政府参考人（石川明君）　大学教員の職の在り方など、大学の教員組織の在り方につき

 ましては、従来から種々の場で検討課題として議論されてきておりまして、これまでも、

 大学審議会の答申、これ平成八年でございますが、あるいは第二期の科学技術基本計画、

 平成十三年でございますが、これにおきまして、助手の職務内容や名称の見直し等を含め

 た教員組織の在り方について検討の必要性がある旨指摘をされているというところでござ

 います。

 　このように、現在の大学の教員組織は、若手の大学教員がその自主性や独自の発想を生

 かした活動を展開するという上で必ずしも適切なものとなっていないという指摘をされて

 いるところでございまして、今回の法改正によりまして、若手教員が自ら資質、能力を十

 分発揮して活躍できるように助教授や助手の位置付け等の見直しを行うということとした

 ものでございまして、経済的な合理性の観点を優先した制度改革といったようなことを意

 図するものではもとよりございません。

 　また、文部科学省といたしましては、各大学等の教育研究の充実が図られるということ

 が何より優先されるべきでございまして、経済的合理性のみが優先されるようなことがあ

 ってはならないと、このように考えているところでございます。

 ○那谷屋正義君　今お話しいただいたことが是非実行化するように望むところでございま

 す。

 　先ほども質問にありましたのでこれはお聞きしませんけれども、いわゆる教授以外につ

 いて教育研究の組織編制として適切と認められる場合には置かないことができるというよ

 うな理由、それはもう先ほど聞かれましたので私の方からは省略いたしますけれども、改

 正後においても、大学や短期大学の設置基準上の、いわゆる先ほどもお話ありましたけれ

 ども、専任教員の配置基準というものは今までどおり厳正に守られるべきだというふうに

 考えるところでありますが、見解をお聞きいたします。

 ○政府参考人（石川明君）　大学設置基準やあるいは短期大学設置基準上は、大学や短期

 大学は学部あるいは学科の種類及び収容定員に応じて定められた数以上の専任教員を置く

 ものとされているところでございます。このことにつきましては、今回の法改正に伴って

 、この最低限必要とされる専任教員の数を変更するというようなことは考えていないとこ

 ろでございます。このため、今回の制度改正によりまして、各大学の判断によって准教授

 や助教を置かないというようなことが可能になったといたしましても、最低限必要とされ

 る専任教員の数は改正前と同じでございます。

 　そういったことでございまして、文部科学省といたしましては、これらの基準というも

 のは今後とも引き続き厳正に守られるべきであると、このように考えているところでござ

 います。

 ○那谷屋正義君　ありがとうございます。

 　それから、今回のこの改正によって、国立大学に交付されております運営費交付金がこ

 の見直しによりまして減ることが許されないというふうに理解をしますが、この認識でよ

 ろしいでしょうか。

 ○政府参考人（石川明君）　国立大学法人に対する運営費交付金のお尋ねでございます。

 　この運営費交付金につきましては、事業の効率化など目に見える形での経営努力を図る

 一方で、各大学の特色ある取組に応じまして幅広く支援を行うこととする算定ルールに基

 づきまして措置をされるというものでございまして、今回の学校教育法の改正によって運

 営費交付金が減額されるというような仕組みですとか、そういった関係にはなっていない

 ところでございます。



 　なお、文部科学省といたしましては、平成十七年度予算におきましても、各国立大学の

 教育改革あるいは学術研究の高度化などの取組、こういったものを支援をいたしまして、

 教育研究の基盤を支えるのに必要な運営費交付金につきまして前年度と同程度の水準を確

 保できたものと考えております。今後とも努力をしてまいりたいと思っております。

 ○那谷屋正義君　やはり先立つものがないとなかなかうまくいきませんので是非お願いを

 したいというふうに思いますけれども、教育研究の活性化が国立大学において実現するた

 めには、教員がしっかりと配置され、整った教育研究環境の下で教育研究が行われること

 が不可欠であります。

 　そのためには、文科省が運営交付金をきっちりと確保して国立大学をしっかりと支えて

 いくことが必須の要件となるはずと考えますが、様々財政厳しい中で、それに向けての決

 意をお聞かせください。

 ○政府参考人（石川明君）　国立大学法人の運営費交付金につきましては、各大学が着実

 に教育研究を展開していくという上でその確保は極めて重要でございます。

 　国民の理解を得るため、目に見える形での業務の効率化ですとか、病院の経営改善など

 の経営努力による減額を図る一方で、先ほどもちょっと触れさせていただきましたけれど

 も、それぞれの国立大学の個性や特色を生かした教育研究上の意欲的な取組に対して特別

 教育研究経費といったような項目を設けておりますが、これにより増額を図ることにより

 まして必要な運営費交付金を措置するということといたしております。

 　文部科学省といたしましては、引き続き、厳しい財政状況の中ではございますけれども

 、今後とも各国立大学の教育改革あるいは学術研究の高度化などの取組を支援をして、教

 育研究の基盤を支えるのに必要なこの運営費交付金の確保につきましては引き続き努力を

 してまいりたいと、このように考えております。

 ○那谷屋正義君　是非、頑張っていただきたいと思います。

 　助手の中には授業科目を担当する十分な力を持った方がいらっしゃるにもかかわらず、

 授業科目を独立して担当することからは排除されてきました。しかし、教員養成という観

 点からは、助教も教授や准教授と同じように授業科目の担当者として責任ある立場で教育

 に携わることが望ましいというふうに考えます。大学の教員組織の在り方に関する検討委

 員会における「審議のまとめ」、先ほど触れられましたけれども、そこでも助教は授業科

 目の担当者になることができるとされています。

 　文科省のあるべき指導性が問われる課題でもございますが、見解をお聞きします。

 ○政府参考人（石川明君）　助教につきましては、将来の教授等を目指す者が最初に就く

 若手教員の職でございます。そういったことから、大学教員として自ら教育研究に従事し

 、その中で資質、能力を高めていくということが期待される職でございます。

 　このような位置付けを表しますために、改正後の学校教育法第五十八条の第八項におき

 ましては、「助教は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の知識及び能力を有

 する者であつて、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。」と、このよ

 うに規定をすることといたしておるわけでございまして、助教の具体的な職務といたしま

 しては、自ら研究を行うということとともに、例えば教授等が担当責任者となっている授

 業科目の授業の一部を担当するということはもちろんでございますけれども、そういった

 ことにとどまらず、大学が担当させることが適切であると判断した授業科目の担当責任者

 となるようなことも当然考えられるわけでございますし、また、大学院学生への研究指導

 にかかわること、こういった仕事を想定しているわけでございます。

 　したがいまして、授業担当教員の割り振り等につきましては大学が御判断をされる事柄

 ではございますけれども、制度上、助教は授業の担当者になることができる職であるとい

 うことを明確に位置付けていきたいと、このように考えているところでございます。

 ○那谷屋正義君　新たな制度での助手は制度上行き止まりの職になるのではないかという

 不安もございます。その助手のキャリアパスについてはどのように考えておられるのか、

 また、本改正により助手の処遇が今より悪化することは断じてないと理解をするところで



 ありますけれども、併せて確たる答弁をお願いいたします。

 ○政府参考人（石川明君）　助手に就く方の将来の処遇あるいは職業能力の開発、将来の

 ほかの職への転換等を含めましたキャリアパスにつきましては、各大学や各分野の実情に

 応じましてそれぞれの大学において御判断をされるということが適当なことと考えており

 ますけれども、例えば各大学の判断によりまして主任助手など教育研究を補助することを

 主たる職務とする職について独自の体系を設けるようなこと、あるいは、情報化や国際化

 への対応、入学者選抜等の専門性の高い職務が今拡大をしてきておりますので、こういっ

 た専門性の高い職務を担う職と、そういった職を事務局内に設けた上で、こういった職の

 方々と助手との間で人事交流を行うといったようなことも考えられるかと思っております

。

 　なお、助手のキャリアパスとしては主としてこんなことが、今申し上げたようなことが

 考えられるわけでございますけれども、助手の職に就いている個々人の資質能力によりま

 しては、その適性とか資質能力に基づきまして、各大学の判断によりまして准教授ですと

 か助教等に採用されるといったようなことも大いに想定されるところでございます。

 　なお、助手の処遇についての御懸念が示されたところでございますけれども、助手の処

 遇につきましても、これを含めて教員の処遇は各大学の判断によって定められるといった

 ようなものが基本であると考えております。そういった意味で、新しい制度におきます助

 手の処遇についても、これまでの経緯ですとか実際に当該助手が行う職務の実態も踏まえ

 ながら各大学の判断により定められるものであると考えております。

 　もっとも、今回の制度改正、現行の助手をベースとして、教育研究を主たる職務とする

 のにふさわしい職として助教の職を新設するといったような趣旨でございますので、職務

 の実態が従来と変わらないなど、従来の助手の職務に属する職務を行っていた方々につき

 ましては、基本的には、先ほどもちょっと申し上げましたけれども、処遇は変わらないも

 のと、このように考えております。

 ○那谷屋正義君　現行の助手の多様な実態からすれば、助教とそれから新たな助手に区分

 される際には様々なトラブルが生じることが想定されるんではないかというふうに思いま

 す。理解と納得というようなことに基づく区分けを可能とするためにも、助手本人と十分

 なコミュニケーションを取り、本人の意思がきちんと尊重されるようにするべきと考える

 ところでありますが、見解をお聞きします。

 ○政府参考人（石川明君）　現在の助手の職にある方々を助教とするかあるいは助手とす

 るか、またその際の手続をどうするかといったことにつきましては、各大学におきまして

 制度改正の趣旨等を踏まえながら関係法令に従って判断されることになると、このように

 考えております。

 　なお、その際には、現在の各助手の方々の具体的な職務の実態、今後の職務分担等を総

 合的に踏まえて判断されることになろうかと思っておりますが、その一環として、現在の

 助手本人とも十分にコミュニケーションを取っていくということは大変大切なことである

 と、このように考えております。そして、各大学におきましては助手の方々の意思も適切

 に踏まえた対応がなされるのではないかと、このように考えているところでございます。

 ○那谷屋正義君　いざというときの不服申立てができるような、そうした苦情処理機関と

 いうものが本来必要ではないかなというふうにも考えるわけでありますけれども、そこま

 でのお答えはあえて今回は聞いたりはしませんけれども。済みません。

 　前述の「審議のまとめ」では、助教に関して任期制の導入を提言されています。しかし

 、大学教員の任期法というのは選択的、限定的をその趣旨としており、各大学が各分野、

 部署ごとに判断すべきであって、一律に制度化して導入すべきではないし、同法の目的か

 らして任期制を無限定に広げることは許されないというふうに理解をしますが、その見解

 をお聞きします。

 　また、この任期制によるもののほかに、労働基準法による有期契約労働の適用も大学等

 ではございます。任期制と有期契約労働ではその適用において具体的な相違が生まれます



 。このことを踏まえるならば、法令の徹底は完璧を期す必要があります。少なくとも本人

 への契約内容、更新時の要件は本人に説明をし、本人の同意によって進めるべきと考えま

 す。特に、競争的資金の活用の中で雇用されている研究者には格別の留意が払われる必要

 があると考えますが、答弁をお願いいたします。

 ○政府参考人（石川明君）　助教についての任期制に関するお尋ねでございます。

 　中央教育審議会の大学分科会の中に置かれておりました大学の教員組織の在り方に関す

 る検討委員会、この議論におきましては、任期制につきまして、助教が将来の大学教員を

 目指す者が就く最初の大学教員の職という位置付けの職であることにかんがみれば、若手

 教員の流動性を高め、そして優れた人材の養成あるいは教育研究の活性化を図るためには

 、一般にこれらの制度が積極的に活用されることが望まれると、このように提言をされて

 おるところでございます。

 　一方、大学の教員等の任期に関する法律につきましては、各大学の判断によりまして、

 教育研究上の要請から任期制が必要とされるケースにつきまして、任期を定めた教員の任

 用を行い得るようにしておくという趣旨で定められたものでございますが、今回の法改正

 につきましてはこうした同法の趣旨を変更するものではないと考えております。

 　したがいまして、本法律案によります制度改正後も、助教につきまして大学の教員等の

 任期に関する法律に基づく任期制を導入するか否かにつきましては、各大学がそれぞれの

 実情や各分野の特性に応じて判断をするものであると、このように考えております。

 　それから、有期労働契約の職員についてのお尋ねが併せてございました。

 　労働基準法に基づきます労働契約を締結するに当たりましては、使用者は、例えば労働

 基準法の十五条の第一項の規定に従って、賃金、労働時間あるいはその他の労働条件を明

 示しなければならないと、このように規定をされておりますし、契約に当たりましては労

 働条件について両者の意思の合致が求められているわけでございます。

 　国立大学法人あるいは学校法人等におきましては、教職員を雇用するに際しましては、

 競争的資金の活用によって雇用される者を含めまして労働基準法の適用を受けるというよ

 うなことになっているわけでございまして、任期のあるなしということを問わず、これら

 の労働関係法制を遵守していくということは当然必要であろうと、このように考えておる

 ところでございます。

 ○那谷屋正義君　ありがとうございます。

 　いずれにしましても、この改正の目的がいわゆる教育の研究の活性化というものに照ら

 し合わせ、それにはやはりそこで働く方たちが大変意欲を持って前向きな働きをするとい

 う、研究をしていくということが最も大事だろうというふうに思いますし、そのことが、

 先ほど冒頭申し上げましたように、ひいては学生の様々な指導にも結び付いていく、また

 学生の学びを保障していくんではないかというふうに考えるところですので、是非そうし

 た様々な条件整備についてはよろしくお願いしたいというふうに思います。

 　施行までの準備期間を一年半というふうにされていますけれども、そのことは十分かつ

 慎重な検討の時間が必要とされているというふうな見解を示したものとして評価をさせて

 いただきたいというふうに思います。ならば、今質疑で確認させていただいた事項を含め

 て、改正の趣旨、目的を明確化することを第一義に、実質的なガイドラインとしての規定

 、役割を果たすための取組、創意工夫を文科省は行う責務があるというふうに考えますが

 、決意をお聞かせください。

 ○国務大臣（中山成彬君）　ただいま那谷屋委員とそれから石川局長の間で大変きめ細か

 い質疑応答がなされているわけでございますが、今回の法改正を国会でお認めいただいた

 場合には、御質問に対する答弁の内容等を含めまして、この法律の趣旨や目的が関係者に

 とって明確となるように、各大学や高等専門学校に対する施行通知の発出あるいは各種会

 議における説明などを通じまして周知徹底を図ってまいりたいと考えております。

 ○那谷屋正義君　その周知徹底というふうなことの様々な方法の中には施行通知も当然入

 ることになるというふうに私の方としても理解をさせていただいたところであります。い

 ずれにしましても、これまで確認させていただいたせっかくの答弁がしっかり生きる形で



 の文科省のいわゆる実効性ある取組を強く要請するところでございます。

 　時間の方が大分押していますので、簡潔にお答えと、質問の方も簡単にさせていただき

 たいと思いますが、労安管理体制関連について御質問をさせていただきたいというふうに

 思います。

 　最近、教職員のメンタルヘルスや若年退職者の増加をマスコミ等が取り上げる機会が大

 変増えているわけでありますが、実際に昨年十二月の文科省まとめ、これは二〇〇三年度

 のものでありますけれども、公立学校教員の病休者に占める精神性疾患の割合が何と五三

 ・一％というふうになっておりまして、調査が始まった一九七九年度以降最も高くなって

 いると。また、在職者に占める病休者の割合及び精神性疾患の割合についても増加の一途

 をたどっている。休職寸前の短期通院者も含めると相当な数に上っています。

 　どうしてこのような状況が生まれることになったのでしょうかということで、原因につ

 いて端的に答弁をお願いしたいと思います。

 ○政府参考人（銭谷眞美君）　病休職や精神性疾患の教員が増加していることの原因につ

 いてのお尋ねがございました。原因については事案ごとに種々様々な要因が考えられ、具

 体に特定をすることは難しいわけでございますけれども、例えば社会や学校をめぐる状況

 が変化する中で、児童生徒との関係、保護者への対応、学校内の人間関係などが考えられ

 るところでございます。

 　昨年の十二月に、こういったことを踏まえまして、文部科学省としても教員のメンタル

 ヘルスの保持への一層の取組について通知を出したところでございまして、この問題につ

 きましては今後とも更に各教育委員会の取組を促してまいりたいと考えているところでご

 ざいます。

 ○那谷屋正義君　確かに、今お答えいただいたように、様々な要因があるかというふうに

 思うわけでありますが、その中の一つの切り口の中に、やはりこの健康診断ですとか健康

 管理、今メンタルヘルスというお話もいただきましたけれども、安全衛生管理の充実強化

 というものが喫緊の課題となっているというふうに思います。

 　ところで、学校現場を今見てみますと、お手元にお配りをさせていただいております資

 料をごらんいただきたいというふうに思いますが、小中学校の衛生管理者、一枚目のとこ

 ろで赤い数字で記しておりますが、衛生管理者においては六三・七％小学校、中学校が六

 六・五％。ちなみに、一番下のところでは、総務省調べで学校以外の全部局のところを見

 ますと、衛生管理者は九四・六％がその配置を見ている。それから、産業医というのを見

 ていただきますと、小学校は七二・八％、中学校七一・九％、この中身については私今日

 は申し上げませんけれども、様々ありますけれども、一応こういう数値になっています。

 そして、全部局は九三・九％というふうなことで、衛生委員会全体としてもその六七・四

 ％、六二・六％という、非常に全部局に対しては低い比率になっているというような状況

 にあります。本来であるならば一〇〇％に限りなく近いというのが当たり前の姿だという

 ふうに考えるわけですが、そこからの乖離は余りにも大きいというふうに言わざるを得ま

 せん。

 　また、二枚目の資料でございますけれども、「安全衛生に関わる施策」という資料をご

 らんいただけたらと思いますが、いわゆる都道府県教委と市町村教委での規程整備率や施

 策にはかなり格差があるのがお分かりになるというふうに思います。

 　体制整備が芳しくない市町村段階の状況改善のために不可欠と言える詳細、丁寧な実態

 把握を行うとともに、都道府県教委に催促をするなど、督促をするなど、文科省としての

 責任ある対応が強く求められているというふうに考えますが、その用意がおありかどうか

 。教育現場が納得できる答弁をお願いいたします。

 ○政府参考人（素川富司君）　お答え申し上げます。

 　今先生御指摘のように、労働安全衛生という観点からは、学校には労働安全衛生法が適

 用されまして、今御指摘ありましたような衛生管理者の選任などの労働安全衛生体制を整

 備するということにされているわけでございますが、今お話がございましたように、特に

 市町村立の学校である小中学校におきまして、その労働安全衛生体制の整備状況が十分で

 ないという状況にございます。以前と比べますと少しは向上しておりますけれども、やは



 りその他の地方公共団体の他の部局と比べて低くなっているわけでございます。私どもと

 いたしましては、従前から都道府県教育委員会の担当者を対象とした会議におきまして繰

 り返しその整備のための指導をしてまいったところでございますけれども、今後とも引き

 続きその指導を行ってまいりたいと考えております。

 　さらに、今更なる対応ということの御指摘がございました。私どもといたしましては、

 積極的な取組を行っている地方公共団体の実態を把握して、他の地方公共団体にも紹介す

 るなどの取組も更に行いまして、一層の労働安全衛生体制の整備率の向上を図ってまいり

 たいと考えているところでございます。

 ○那谷屋正義君　時間の方がもう大分なくなりましたので最後の質問にさせていただきた

 いと思いますけれども、教職員の笑顔というものが子供たちを明るくし、教職員の元気が

 子供たちのやる気につながることは、この間精力的にスクールミーティングを行ってこら

 れました中山大臣だからこそ実感を持って受け止めていただけるはずだというふうに思っ

 ているわけでございます。

 　教職員の心身を健康、健全なものとすることは、学校の教育力を高め、子供本位の教育

 改革を断行するためにも基礎中の基礎とならねばならない、この立場を大臣ならば必ずや

 共有していただけるというふうに確信するところでございますが、大臣の明快な御決意を

 お聞かせください。

 ○国務大臣（中山成彬君）　御指摘のとおり、学校現場に参りまして、まず先生が元気で

 あるところ、心身ともに健康であるということが一番大事だなと、このように感じており

 ます。先生方の話聞きますと、ついつい一生懸命やっていると家族のこともおろそかにな

 ってしまうし、自分の健康のこともつい忘れてしまうんですという話も聞くんですけれど

 も、まず御自身が健康で、家庭のこともしっかり見てください、余裕を持って子供たちに

 接してください、子供たちは先生の顔をよく見ていますよという話もするんですけれども

 、そういう意味でも先生方が是非心身ともに健康でおられるような、そういう職場、環境

 づくりをするということが一番大事じゃないかと、このように考えておるわけでございま

 して、今御指摘ありましたけれども、この学校の安全衛生管理体制の把握に努めるととも

 に、積極的な取組を図っていく、そういった事例等を広く紹介する、そういったことを工

 夫をしながら、各学校における教育を充実させるために一層頑張っていかにゃいかぬなと

 、このように考えておるところでございます。

 ○那谷屋正義君　済みません、時間超過しまして。

 　もう、これで終わります。本当にありがとうございました。今いただきました決意とい

 うものから、今度は、先ほど申し上げましたように、様々な要因があるというふうなこと

 を銭谷局長からもお話ありましたけれども、そうした様々なものについてより具体的な改

 善に向けて、教職員の勤務の実態を、実際もうスクールミーティング等でされているわけ

 ですけれども、さらにそれを分析する中で、どのような政策が求められるのかということ

 について、そうした質疑を次の機会にさせていただくことを予告をさせていただいて、質

 疑を終わらせていただきます。

 　ありがとうございました。


